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「民事紛争のための説明可能な解決結果予測モデル」 
研究期間： 2020年 12月～2023年 3月 
研 究 者： 山田 寛章 

  

１． 研究のねらい 

本研究は、自然言語処

理技術を利用し、民事紛争

内容の記述から紛争解決の

予測結果とその根拠となる

説明を与えるモデルの開発を行う。民事紛争において、非専門家の当事者が状況を整理した上

で紛争解決の結果を予見することは困難である。紛争内容からその解決結果を予測するモデル

が実現できれば、非専門家であっても紛争当事者が状況を自己診断することや、紛争当事者の

話し合いにより合意することで紛争の解決を図る調停手続きの進行をモデルによって支援するこ

とが可能となる。 

実社会において利用するモデルにはその出力の根拠が説明できる必要があり、本研究で対

象とするモデルのようにその用途が実際の法的手続きと密接に関わる場合、予測結果に至った

根拠や対応する事実関係を同時に提供することで、事後に専門家がその結論を検証可能である

ことが求められる。 

そこで本研究では、民事紛争において事実関係および当事者の主張から紛争解決結果を予

測し、その予測結果に至る根拠や説明を併せて出力可能なモデル（図 1）の開発を目的として、課

題 A「紛争解決結果予測タスクの定式化とデータセット構築」及び課題 B「説明可能な紛争解決結

果予測モデルの開発」に取り組む。 

課題 A では、本研究が目指す「解決結果予測」と「説明」の出力とその対となる入力の要素・

形式を法学研究者の助言を得て有用性の検討を行い、定式化を行う。自然言語を入力とする設

計の紛争解決結果予測タスクは、日本法制度下では先例がない。このため、既存のデータセット・

先行するタスク設計が存在せず、入出力形式を設定含むタスク定式等の基礎的検討が不可欠で

ある。その上で、機械学習によるアプローチにも耐えうる数千事例規模の大規模データセット構築

を行う。 

課題 B では、構築したデータセットを用いて機械学習による紛争解決結果予測タスクと説明タ

スクの実験を行う。両タスクは、入力の同じ箇所を参照することが予想でき、各タスクのモデルの

学習内容を共有できれば、各タスクに対して別個にモデルを構築するよりも性能向上が見込める。

本研究では、入力の紛争内容記述を処理するエンコーダを全タスクで共有しながら同時学習する

深層学習モデルを構築する。 このエンコーダには BERT に代表される事前学習済みモデルが使

用可能であるが、現状法律分野向けに訓練されたものは存在しないため、本研究では法律分野

に特化した事前学習済みモデルの開発も行う。 

図 1: 説明可能な紛争解決結果予測システムの概要 
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２． 研究成果 

（１）概要 

本研究の中心的研究課題として、課題 A「紛争解決結果予測タスクの定式化とデータセッ

ト構築」及び課題 B「説明可能な紛争解決結果予測モデルの開発」が存在する。 

課題 A では、法学研究者との意見交換を通じて次のようにタスクを設定した。本研究計画

で対象とする判決書を不法行為について判断している事件に限定する。モデルへの入力

は、ある不法行為についての訴えに関する前提事実・原告側の主張・被告側の主張とし、出

力はその不法行為が裁判所によって認められたか否かとする。モデルがある不法行為が成

立するか否かについて予測したことの根拠として、入力された原告・被告の主張群の中から

判断の根拠となった主張を抽出することで説明性を担保する。 

さらに、日本法下として初めての専門家によるアノテーション付き判決書大規模データセッ

ト（約 8000 事例収録）の構築を行った。言語・法制度にかかわらず、この規模で専門家によ

るアノテーションを実施した類例はない。さらに、判決結果アノテーションに留まらず、判決結

果説明として裁判当事者（原告・被告）の主張が裁判所の判断中で採用されたか否かがアノ

テーションされている。結果として、国外先行研究のデータセットと比べてアノテーション信頼

性・説明タスク向けアノテーションの有用性の点で優位であり、今後の紛争解決結果タスク

向けデータセットのデファクトスタンダードを狙えるものとなっている。 

課題 B では、1）判決書に特化した事前学習済言語モデルの構築、2）根拠抽出と解決結

果予測実験を行った。 

近年の自然言語処理研究においては、大量の文書で半教師あり学習を行う事前学習済

言語モデルをベースラインモデルとして用いたり、発展的なモデルの開発基盤として用いた

りすることが一般的であるが、日本語かつ法律分野に特化した事前学習済モデルがこれま

で存在しなかった。そこで、日本の民事事件判決書(約 5.4GB)によって事前学習された

JLBERTを構築し、その性能評価と分析を行った。 

さらに、本研究で示した紛争解決結果予測タスクの Proof-of-concept として、構築したデ

ータセットを用いた根拠抽出と解決結果予測実験を行った。 

 

（２）詳細 

1. 紛争解決結果予測タスクの定義 (成果 A-1) 

法学研究者との意見交換の結果、本研究での実験対象を不法行為について判断してい

る事件に限定した。不法行為は民事事件で頻出の概念であり、権利侵害とその損害賠償請

求に関わる。近年件数が増加しつつあるインターネット上での権利侵害（例：名誉毀損）も不

法行為の一類型であり、紛争解決や調停支援の自動化対象として法学的観点から意義深

い。不法行為は民法の中でも「一般条項」という形で定義される。具体的な要件が定義され

ず、抽象的な価値基準として示されているため、従来の紛争解決結果予測で用いられてき

た論理プログラミングやルールベースによる手法では解決が難しい。このため、本研究課題

のとる機械学習アプローチによって初めて解決できる課題であり、技術的にも挑戦する意義

が大きい。 
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本研究で開発するモデルは、紛争内容を自然言語で記述した文書を入力とし、「解決結果

予測」と「説明」を出

力することを想定し

ている。当初の研究

計画では、タスク候

補の一つとして紛争

解決結果・説明それ

ぞれにおいて、判決

文生成・説明文生成

を検討していた。しかし、法学専門家を交えたタスク設計検討の結果、不法行為の予測であ

れば二値分類で自明であること、判決書における説明は裁判所によってどの主張が採用さ

れ・棄却されたのかに依る部分が大きいため新たなテキストを生成する必要性が薄い、との

結論を得たため本研究の範囲では文生成は見送った。各タスクの形式は次のような形式と

なった。モデルへの入力はある不法行為についての訴えに関する前提事実（争いのない事

実）・原告側の主張・被告側の主張とし、出力はその不法行為が裁判所によって認められた

か否かとする。不法行為の成否をモデルが予測したことの根拠として、入力された原告・被告

の主張群の中から判断の根拠となった主張を抽出することで説明性を担保する。（図 2） 

 

2. 判決書大規模データセットの構築(成果 A-2) 

このようなタスクを解くモデルの訓練・評価ためのデータセットを構築した。データセット構

築に際し、判決書中から不法行為に関する主張や事実のみを抽出する必要と、不法行為が

成否の記述（≒答え）を含んでいる「裁判所の判断」節のテキストがモデルへの入力としてデ

ータセットに収録されて教師信号のリークが起こらないように配慮する必要があったため、法

律知識を持った作業者による人手アノテーションが必須であった。また、本研究計画では機

械学習による予測モデルの構築を目指していることから、可能な限り多くの事例数を収集す

る必要があった。これらの要件から、多数の専門家による同時進行での大規模アノテーショ

ンを実施する野心的なデータセット構築を行った。 

多数の作業者が同時進行でアノテーションを行っても、作業者間で一貫した基準のアノテ

ーションが実施できることを担保するため、ガイドラインやチュートリアル等の整備を行った。

この際、5 人程度の小規模な作業者グループにて 5～25 件程度の少ない文書を用いて予備

的なアノテーションを３回実施した。予備アノテーションでは、各回で Fleiss’sκや 

Krippendorff’s αU などの指標を用いて作業者間一致度を測定し、ガイドラインの改定・チュ

ートリアルの整備やサンプルアノテーションの拡充によって作業者間での作業内容の一貫性

が改善されていったことを確認した。3 回目の予備アノテーションの結果としてαU=0.654 の

値を記録しており、開発したアノテーションスキームで安定した作業を行えることが確認でき

た。[成果リスト P1] 

Fact description

Outcome 
Prediction

Rationale

Prediction Model

Accepted arguments

Plaintiff’s claim 
is accepted…

It is because…

Rejected arguments

Plaintiff’s arguments

Defendant’s arguments

図 2 タスクの概要 
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 アノテーション作業は、ある不法行為に関連する「争いのない事実」の抽出、「原告の主張」

「被告の主張」の抽出及び各主張が裁判所によって認められたか否か、そして、裁判所の判

断としてその不法行為が成立したのか否かの判定が主な内容となる。また、一件の判決書

中で異なる複数の不法行

為について判断されている

場合があるため、これらを

区別して特定の不法行為と

特定の主張や事実との関

係を対応づけるためのアノ

テーションも行った。このア

ノテーションの結果として図

3のようなデータが作成され

る。最終的には図 3 のよう

な事例データが不法行為

事例の数だけ得られる。 

 日本法下として初めての専門家 47 名（法曹等専門家：11 名、法科大学院卒業生：25 名、

法科大学院生等：11名）によるアノテーション付き 8132事例収録の日本語不法行為データセ

ット(Japanese Tort-case Dataset; JTD)の構築を行った。JTDは、当初の研究計画での想定

成果を質(計画では主に法学部生によるアノテーション＋自動ラベル付与)・量（計画時は約

1000 事例）共に大きく上回った。言語・法制度にかかわらず、この規模で専門家によるアノテ

ーションを実施した類例はない。さらに、判決結果アノテーションに加えて、判決結果説明とし

て裁判当事者（原告・被告）の主張が裁判所の判断中で採用されたか否かがアノテーション

されている。国外先行研究のデータセットと比べても、専門家によるアノテーションの信頼性・

説明タスク向けアノテーションの有用性の点で優位であり、今後の紛争解決結果タスク向け

データセットのスタンダードを狙えるものとなっている。[成果リスト R1] 

 

3. 判決書に特化した事前学習済言語モデルの構築 (成果 B-1) 

近年の自然言語処理研究では、大量の文書を用いて半教師あり学習を行う BERT のよう

な大規模な事前学習済言語モデルを、ベースラインモデルとして用いたり発展的なモデルを

開発するための基盤として用いたりすることが一般的になっている。英語においては、オリジ

ナルの BERTのように Wikipedia を用いて訓練された事前学習済モデルの他に、法律分野に

特化して訓練された BERT も存在しており、法律関連の自然言語処理タスクにおいてオリジ

ナルBERTよりも高い性能を達成していることが報告されている。一方、日本語においては法

律分野に特化した事前学習済モデルがこれまで存在しなかった。そこで、国内で初めてとな

る、日本の民事事件判決書 170,320 件 (約 5.4GB)によって事前学習された JLBERT-SC 及

び、Wikipedia と判決書の両方を用いた事前学習した JLBERT-FP を構築した。構築した

JLBERT の性能を判決書重要箇所抽出タスクによって評価したところ、JLBERT-FP/SC 共に

通常の日本語 BERT と比較して性能向上が確認された。[成果リスト P2, P3, P4] 

 

不法行為事例1

裁判所による不法
行為成否判断

Arguments from 原告 Arguments from 被告

Argument P1

Argument P2

争いのない事実

Fact

Argument P3

Argument D1

Argument D2

Argument D3

: 根拠として出力に相当するアノテーション。

: 不法行為が成立したかどうかのアノテーション。

: モデルへの入力相当部分のアノテーション。

裁判所による
不法行為成否

判断

Fact

図 3 アノテーションからの成果物（一部省略） 
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4. 根拠抽出と解決結果予測実験 (成果 B-2) 

さらに、本研究で設計した各タスクの概念実証として、構築した JTD を用いて根拠抽出と

解決結果予測実験を行った。 

 

5. ACT-X研究領域内外・産業界との連携 

法制度への人工知能実装の可能性を探るプロジェクトである「法制度と人工知能（JST 

RISTEX/HITE, 研究代表者：角田美穂子, グラント番号：JPMJRX19H3）」の研究グループと

の研究協力を行い、アノテーション作業者の募集、アノテーションスキームの開発、本研究に

て開発した予測モデルの出力の評価において相互協力した。また、本研究のアウトリーチ活

動の一環として、一橋大学法学部の集中講義「テクノロジーとリーガルイノベーション」にゲ

スト講師として参加し、本研究活動の概要を紹介した。これらの ACT-X 領域外連携の成果

として、法学における AI・その他情報技術応用の前提としてのデータの重要性を指摘した

他、データセット構築手法・データ共有のための規約制定のノウハウといった、法-情報間の

分野横断的な研究を促進するための基盤を構築してきた。[成果リスト P5, P6] 

産業界との連携として、本研究での民事裁判例データ提供元である株式会社 LIC とは、

判決書からの重要箇所抽出及び自動要約システムの研究開発について 2022年 9月から共

同研究を実施することとなった。本研究における法律特化 BERT 構築手法及び、データセッ

ト構築に関して得られた知見からの発展的成果となる。 

 

３． 今後の展開 

政府のオンライン裁判外紛争解決手続き (ODR)活性化検討会による、ODR 活性化とりまとめ報

告[1]では、身近に法律家がおらず司法アクセスが容易でない「司法過疎」問題が潜在することが

指摘されている。今後の超高齢社会の進展によっては司法過疎が一層深刻化することが予想さ

れる。本研究での成果を応用し、当事者に法的紛争の予測結果を提供することで、この問題を解

消することが可能となる。紛争当事者の話し合いにより合意することで紛争の解決を図る調停手

続きを予測モデルによって支援することや、モデルを ODR に組み込み定型的な紛争調停を自動

化・省力化することによって、いつでも/どこでも/だれでも容易に司法へアクセス可能となることが、

最終的な目標である。 

そのような目標を実現するためには、①データ等研究資源の拡充、②予測精度の向上、③社会

に受容される実装、を達成しなければならない。 

[1]https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/odrkasseika/pdf/report.pdf  

 

４． 自己評価 

① 研究目的の達成状況 

課題 A「紛争解決結果予測タスクの定式化とデータセット構築」では、計画を大きく上回る規

模と質のデータセットを構築した。課題 Aの目的であったタスク定式化とデータセット構築は十

二分に達成できたと評価できる。 

課題B「説明可能な紛争解決結果予測モデルの開発」では、機械学習による紛争解決結果

予測タスクと説明タスクの実験実施による概念実証と、法律分野に特化した事前学習済みモ

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/odrkasseika/pdf/report.pdf
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デルの構築が目的であった。報告書執筆時点では、紛争解決結果予測タスクと説明タスクの

マルチタスク学習によるモデルを含む複数の手法を用いた実験が進行中であり、一部の結果

が出そろっていない。しかし、研究期間終了までには計画を完遂できる見込みである。法律分

野に特化した事前学習済みモデルの構築では、モデルの性能分析について興味深い結果を

得られたため、独立して論文化した。 

総じて、A・B 両課題について当初の研究目的は達成できる見込みであり、一部については

当初計画を上回る成果を得られた、と評価できる。 

② 研究実施体制及び研究費執行状況 

実施期間中、研究者の所属が学生、ポスドク、助教と毎年変更となったものの、エフォート

や研究実施体制への影響はほとんどなく、期間を通じて研究実施体制に問題は発生しなかっ

た。特にポスドク以降は、研究者としての独立性が高まり、予算執行や研究実施がよりスムー

ズに進んだ。研究費執行については、初年度（12 月開始のため）を除き、年度後半に執行が

集中しないよう計画的な執行を実施できた。 

③ 研究成果の科学技術及び社会・経済への波及効果 

本研究の成果物である日本語不法行為データセット(JTD)は、約 8000 事例を収録して

いる。この規模で法の専門家によるアノテーションを実施した研究は、国際的にも例がな

い。欧州・米国・中国における先行研究の多くは、裁判所等から提供されたメタデータを

利用した判決（勝訴 vs 敗訴）レベルの粒度の粗い自動アノテーションであったり、根拠等

を別途アノテーションしていても単独の作業者のみによるものだったりと、ラベルの信頼

性に疑問が残る。JTD では、複数の専門家によるアノテーションを作業者間一致度の検

証を行った上で実施しており、より信頼性が高いといえる。本研究で開発した構築手法が、

国際的にも今後の法情報学におけるデータセット構築の例として参照されることが期待で

きる。 

本研究で開発した予測モデルは、非法律専門家の紛争解決結果の予見可能性向上と

紛争調停手続きの効率化を提供するという点で社会的に意義深い。政府のオンライン裁

判外紛争解決手続き (ODR)活性化検討会による「ODR 活性化とりまとめ報告」にも、身

近に法律家がおらず司法アクセスが容易でない「司法過疎」問題が潜在することが指摘

され、今後の超高齢社会の進展によって司法過疎問題が一層深刻化していくことが懸念

されている。紛争当事者の話し合いと合意によって紛争解決を図る調停手続きのモデル

による支援や、モデルを ODRに組み込むことによる定型的な紛争調停の自動化・省力化

によって、いつでも/どこでも/だれでもが容易に司法へアクセス可能となる社会の実現を

支える。 
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Annotation Study of Japanese Judgments on Tort for Legal Judgment Prediction with 

Rationales. Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference. 
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日本法下における法的判断予測モデル研究に向けたアノテーション済コーパスを構築する

こと目指し、独自のアノテーションスキームを提案した。このスキームは裁判所の判断とその

根拠を抽出でき、同時に各裁判所の判断と対応する根拠の間の因果関係を紐付けることが
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Japanese Legal Pretrained Language Models. In Findings of The 2nd Conference of the Asia-

Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 12th International 

Joint Conference on Natural Language Processing. 2022, in press. [P2] 

本論文では日本法分野に特化した事前学習済言語モデル(PLM)の構築方法の提案と、その

性能分析結果を報告する。①一般ドメインで事前学習後に法ドメインで追加事前学習するこ

とで PLMの性能が向上する、②法特化 PLMは法ドメイン特有の語義と一般ドメインにおける

語義の両方の認識を両立し、区別できる、③追加事前学習で構築された法特化 PLM は法ド

メインでの性能が向上するが、法以外のドメインにおける性能も確保される。 
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